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国土交通大臣又は都道府県知事は、第３条第１項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しく

はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはなら

ない。（宅地建物取引業法第５条第１項） 

〔各号の概要〕 

１ 成年被後見人、被保佐人、破産者 

２ 免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合及び業務停止処分違反を理由とした免許取消しの日から５年を経過し

ない者 

３ 免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合及び業務停止処分違反を理由とした免許の取消処分の聴聞の公示の後

廃業等の届出をしてから５年を経過しない者 

４ 刑事罰処罰者等 

５ 不正不当行為をした者 

６ 不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者 

７ 法定代理人、役員等について、欠格要件に該当する者 

８ 専任の宅地建物取引士について、その要件を欠く者 
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